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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】敏感肌又は感作肌のケアのための精油の混合物を含む新規な化粧用又は皮膚科用
組成物の提供。
【解決手段】カンナビノイドを実質的に含まない大麻精油及びムギワラギク精油の組合せ
を含む化粧用又は皮膚科用組成物。該大麻精油は、ヘンプ（カンナビス・サティバ）精油
であり、植物体全体、地上部、植物体及び地上部、花頂部又は種子なし植物体から得られ
た油であることが好ましい。該ムギワラギク精油は、マダガスカル産ムギワラギク（ヘリ
クリサム・マダガスカリエンシス）又はイタリア産ムギワラギク（ヘリクリサム・イタリ
カム）精油であり、植物体全体又は植物体の花頂部から得られた油であることが好ましい
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カンナビノイドを実質的に含まない大麻精油、及びムギワラギク精油の組合せを含み、
皮膚、唇又は体表成長物への局所適用に適合した、少なくとも１種の、化粧用として又は
皮膚科学的に許容可能な賦形剤をさらに含むことを特徴とする、化粧用又は皮膚科用薬剤
。
【請求項２】
　向精神性カンナビノイド物質を実質的に含まないことを特徴とする、請求項１に記載の
薬剤。
【請求項３】
　前記大麻精油が、ヘンプ（カンナビス・サティバ）精油であることを特徴とする、請求
項１又は２に記載の薬剤。
【請求項４】
　前記大麻精油が、植物体全体、地上部、植物体及び地上部、花頂部又は種子なし植物体
から得られた油であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の薬剤。
【請求項５】
　ムギワラギク精油が、マダガスカル産ムギワラギク（ヘリクリサム・マダガスカリエン
シス）又はイタリア産ムギワラギク（ヘリクリサム・イタリカム）精油であることを特徴
とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の薬剤。
【請求項６】
　前記ムギワラギク精油が、植物体全体又は植物体の花頂部から得られた油であることを
特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の薬剤。
【請求項７】
　化粧用活性剤の１種として、請求項１～６のいずれか一項で規定された化粧剤を含むこ
とを特徴とする、化粧用組成物。
【請求項８】
　大麻精油及びムギワラギク精油それぞれの濃度の比が、９９／１と１／９９の間、好ま
しくは２０／８０と８０／２０の間の範囲であり、より好ましくは５０／５０程度である
ことを特徴とする、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　ムギワラギク精油及び大麻精油の全濃度が、最終組成物の重量換算で、０．００１％と
１％の間、好ましくは０．０１％と０．５％の間の範囲であり、好ましくは０．１％程度
であることを特徴とする、請求項７又は８に記載の組成物。
【請求項１０】
　皮膚への適用時に、組み合わせた各精油の少なくとも一部分の揮発を促進する少なくと
も１種の薬剤、及び／又は前記精油の皮膚浸透を促進する薬剤を含み、前記薬剤が、皮膚
への適用に適合していることを特徴とする、請求項７～９のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項１１】
　揮発を促進する前記薬剤がエタノールであることを特徴とする、請求項１０に記載の組
成物。
【請求項１２】
　皮膚、唇又は体表成長物のメークアップ用の組成物、より具体的には、前記組合せがそ
の中に導入される脂肪相を含む組成物であって、特に水中油エマルジョンの形態であるこ
とを特徴とする、請求項７～１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　皮膚、唇又は体表成長物への局所適用のために処方された化粧用組成物であって、
　敏感肌若しくは反応肌、又はストレスの作用により感作された正常肌を、特に前記皮膚
を緩和するために、ケア及び／又はメークアップすること、並びに／或いは
　皮膚アレルギーの兆候を減少させること、並びに／或いは
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　アレルギー性を低下させる、又は皮膚、唇若しくは体表成長物へ適用された時の前記組
成物の耐容性を改善すること
から選択される美容ケアを実施するための化粧用組成物である、請求項７～１２のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記化粧剤が、身体によるＣＲＨの分泌を生じるストレスの作用によるヒスタミンの放
出が引き起こす、皮膚反応を減少させるのに効果的な量であることを特徴とする、請求項
１３に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、精油の混合物を含む新規な化粧用組成物、及び特に敏感肌又は感作肌のケア
のためのその使用に関する。
【０００２】
　精油は、何世紀もの間、化粧用及び治療用の両方の主題となってきた。その生物活性に
関する文献中に、大部分が伝統的療法から得られた、多くの情報がある。それにもかかわ
らず、生物学的試験によってその活性の証拠を提供し、その臨床活性を裏付ける研究はほ
とんどない。
【０００３】
　ＩＦＳＣＣの学術誌（２４ｔｈ　ＩＦＳＣＣ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　２００６、Ｏｓａｋ
ａ、Ｊａｐａｎ）で発表された「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｅｌｅｃｔｉ
ｖｅ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ｏｉｌｓ　ｗｉｔｈ　ａ
ｎｔｉ－ｉｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ　ｅｆｆｅｃｔｓ，　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　
ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｔｅｓｔｓ　ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｐｒｏｏｆ　ｏｆ　ｔｈｅｉｒ　
ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｅｆｆｉｃａｃｙ」と題する論文は、３種の異なる起原の１０種の精
油を使用して得られた、その抗炎症特性に関する効果の結果を示している。この論文は、
研究された精油が、インビトロで抗炎症活性を示すことを示している。著者によって実施
された研究は、炎症メディエーターＬＴＢ４、Ｉｌ－８又はＰＧＥ２の生成に対するその
抑制効果に従って分類された、４つの群を同定した。
【０００４】
　さらに、同研究は、これらの油の多くが、強力なエラスターゼ阻害剤であることが分か
ることを示している。
【０００５】
　しかし、この論文は、本発明の基礎をなす効果である、コルチコトロピン放出ホルモン
（ＣＲＨ）の作用下でのヒスタミンの放出に対するこれらの精油の効果を全く扱っていな
い。
【０００６】
　対照的に、本発明は、２種の特定の精油、すなわち大麻（ｃａｎｎａｂｉｓ）精油及び
ムギワラギク（ｈｅｌｉｃｈｒｙｓｕｍ）精油の混合物が、これらの２種の各精油を別々
に使用しても抑制作用が全くないにもかからず、ＣＲＨによって引き起こされたヒスタミ
ンの放出の有意な抑制を可能にするという、本発明者らによる発見に起因する。
【０００７】
　この発見は、本発明の発明者らによる、これら２種の精油の組合せを含む新規組成物で
あって、前記組成物が特に有利な抗アレルギー特性を示す組成物の開発につながった。
【０００８】
　本発明の発明者らによって実証された活性のため、以下で本発明の組成物と呼ぶ、精油
のこの混合物を含む組成物は、新規工業製品を構成し、敏感肌又は反応肌と呼ばれる皮膚
のケア、ストレスの作用により感作された正常肌のケア、或いは皮膚アレルギー現象の減
少に特に有用であることが分かる。
【０００９】
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　敏感肌は、同じ刺激、特に環境的刺激に曝された正常肌と比較して、皮膚過敏性への傾
向を特徴とする。
【００１０】
　前記反応を引き起こす又は誘発する環境的刺激は、物理的（紫外線、温度など）、化学
的（汚染など）、ホルモン性（月経周期）又は感情的（ストレス）でもよい（Ｍｏｒｉｚ
ｏｔら、Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｔｏｉｌｅｔｒｉｅｓ、２０００、１１５（１１
）、８３～８９頁）。
【００１１】
　皮膚アレルギーの兆候のようなこの過敏性は、ずきずき感、発赤、熱感、ひりひり感又
は痒みという形で表される。
【００１２】
　単一の組成物中のこの精油の組合せは、該組成物の他の成分の存在と関係している該組
成物のアレルギー性を低下させるのに有利であることが、同様に分かる。したがって、精
油のこの組合せは、組成物、より具体的には、化粧用又は皮膚科用組成物が皮膚へ適用さ
れた時の耐容性の改善を可能にする。
【００１３】
　したがって、本発明は、２種の特定の精油、すなわち、大麻精油及びムギワラギク精油
の組合せを含む、新規な化粧用又は皮膚科用組成物を提供する。
【００１４】
　本発明は、同様に、見出された新規特性によって、敏感肌若しくは反応肌、又はストレ
スを介して感作された正常肌のケア、特に前記皮膚の緩和、並びに／或いは皮膚アレルギ
ーの兆候の減少、並びに／或いはアレルギー性の低下又は皮膚、唇若しくは体表成長物（
ｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌ　ｂｏｄｙ　ｇｒｏｗｔｈｓ）へ適用された時の組成物の耐容性
の改善を目的とした、化粧用又は皮膚科用組成物における活性剤としての、精油のこれら
の組合せの使用に関する。
【００１５】
　最後に、本発明は、これらの組成物を、皮膚、唇又は体表成長物へ適用することを含む
、美容ケア法に関する。
【００１６】
　本発明は、第１に、カンナビノイド、特に向精神性カンナビノイド物質を実質的に含ま
ない大麻精油と、ムギワラギク精油を兼備する化粧用又は皮膚科用組成物であって、皮膚
、唇又は体表成長物への局所適用に適合した、少なくとも１種の、化粧用として又は皮膚
科学的に許容可能な賦形剤をさらに含む組成物を提供する。
【００１７】
　本発明は、第２に、上で第１に規定した精油の組合せの、皮膚、唇又は体表成長物への
局所適用に適合した化粧用又は皮膚科用組成物における活性剤としての使用を提供するか
、或いは、そのような組成物の調製であって、
－敏感肌若しくは反応肌、又はストレスの作用により感作された正常肌を、特に前記皮膚
を緩和するために、ケア及び／又はメークアップすること、並びに／或いは
－皮膚アレルギーの兆候を減少させること、並びに／或いは
－アレルギー性を低下させること、又は皮膚、唇若しくは体表成長物へ適用された時の前
記組成物の耐容性を改善すること
を目的とする前記組成物の調製を提供する。
【００１８】
　本発明は、第３に、特に敏感肌、反応肌、又はストレスによって感作された正常肌のケ
アを目的とした、皮膚の美容ケア法を提供し、該方法は、リラックスした顔つき、より滑
らかで引き締まった皮膚、緩和され、触るとより柔らかい皮膚、明るくて光り輝く肌色を
、結果的に徐々に提供すると共に、さらに、おそらくは幸福感につながる、鎮静及び緩和
効果を得るために、上で第１に規定した組成物を、皮膚の患部へ適用することを含む。
【００１９】



(5) JP 2010-59161 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

　本発明の様々な態様の他の特徴及び利点は、以下の詳細な記載から明らかになろう。
【００２０】
　大麻精油は、ヘンプ（ｈｅｍｐ）（カンナビス・サティバ（Ｃａｎｎａｂｉｓ　ｓａｔ
ｉｖａ））精油であることが有利である。
【００２１】
　本発明に従って使用される大麻精油は、体内に存在するカンナビノイド受容体を活性化
する一群の化学物質であるカンナビノイドを実質的に含んではならない。
【００２２】
　本発明に従って使用される大麻精油は、より具体的には、向精神性であると知られてい
るカンナビノイド物質、すなわち
Δ９－テトラヒドロカンナビノール、
Δ８－テトラヒドロカンナビノール、及び
カンナビノール
を実質的に含まない。
【００２３】
　カンナビノール及び前述のその２種の誘導体は、ジベンゾピラン複素環及びペンチル鎖
を含有する分子である。これらの分子は、親油性であり、事実上水中で不溶性である。
【００２４】
　本発明に関しては、大麻精油の調製に使用されるプロセスは、実験条件により、多くと
も極微量のカンナビノイド物質を含有する精油が得られるように、適合している。
【００２５】
　より具体的には、本発明に関して使用される大麻精油は、向精神性物質を実質的に含ま
ない精油を供給する水蒸気蒸留プロセスによって得られる。その理由は、該植物体が含有
し得る向精神性物質、特に上述したものが、その親油性が原因で、蒸留の間に、水蒸気に
よって飛沫同伴されないからである。分析は、これらの物質の、わずかな量の、少しの痕
跡しか残らないことを示す。
【００２６】
　本発明の組成物中で使用される大麻精油は、植物体全体、地上部、又は花頂部から得ら
れることが好ましく、該植物体及び地上部は、種子を含まないことが好ましい。
【００２７】
　水蒸気蒸留によって得られた大麻精油は、向精神性分子を含まず、したがって、本発明
の実施に理想的に適している。このことは、該植物体が含有し得る向精神性分子、特に上
述したものが、その親油性が原因で、蒸留の間に、水蒸気によって飛沫同伴されないため
である。分析は、向精神性分子の痕跡が多少残っているが、それらの痕跡が微々たるもの
であることを示す。
【００２８】
　本発明の組成物中で使用される大麻精油は、収穫したての状態の植物体から得られるこ
とが好ましい。
【００２９】
　本発明の組成物中で使用されるムギワラギク精油は、花頂部、又は植物体全体から得ら
れることが好ましい。
【００３０】
　本発明の１つの有利な変形では、ムギワラギク精油は、マダガスカル産ムギワラギク（
ヘリクリサム・マダガスカリエンシス（Ｈｅｌｉｃｈｒｙｓｕｍ　ｍａｄａｇａｓｃａｒ
ｉｅｎｓｉｓ））又はイタリア産ムギワラギク（ヘリクリサム・イタリカム（Ｈｅｌｉｃ
ｈｒｙｓｕｍ　ｉｔａｌｉｃｕｍ））精油である。
【００３１】
　本発明の組成物中で使用される２種の精油は、既に市販されており、上述した特徴に合
致するものでもよい。この種の原材料は、例えば、Ｒｏｓｉｅｒ－Ｄａｖｅｎｎｅ社（Ａ
ｖｉｇｎｏｎ、Ｆｒａｎｃｅ）によって販売されている。
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【００３２】
　本発明の組成物を調製するために組み合わせられる２種の精油は、非常に大きく変動す
る割合で使用され得る。それらは、大麻精油とムギワラギク精油の濃度比が、それぞれ、
９９／１と１／９９の間、好ましくは、２０／８０と８０／２０の間、より好ましくは、
５０／５０程度でもよい混合物中で特に使用される。
【００３３】
　本発明による組成物内で組み合わせられるこれらの２種の植物種の全精油濃度は、最終
組成物の重量換算で、０．００１％と１％の間、好ましくは、０．０１％と０．５％の間
、より好ましくは、０．１％程度である。
【００３４】
　本発明に従って使用される精油は、全ての精油と同様に、揮発性芳香族抽出物である。
【００３５】
　所望の効果を増強するために、該組成物の皮膚への適用時に、これらの精油のある種の
成分（又は少なくとも前記精油の一部分）の揮発を促進すること、或いはそれらの皮膚浸
透を促進することを目的とした、１種又は複数の薬剤を、該組成物中へ導入することは、
有利になり得る。
【００３６】
　これらの薬剤は、当然のことながら、皮膚への適用に適合していなければならない。
【００３７】
　揮発の手段として、多数の薬剤、具体的には揮発性アルコール、特にエタノール又は水
性アルコール性混合物、例えば、水／エタノール混合物が使用され得る。
【００３８】
　皮膚浸透の手段として、グリコール又は水／グリコール混合物を特に使用することが可
能である。
【００３９】
　脂肪性物質中でのその溶解性のため、これらのムギワラギク及び大麻精油は、化粧用組
成物、特に皮膚、唇若しくは体表成長物のケア及び／又はメークアップを目的としたもの
の脂肪相中への取込みに特によく適している。
【００４０】
　これらの精油は、例えば、スキンケアクリームなどの水中油エマルジョンの脂肪相中に
取り込まれ得る。
【００４１】
　前記脂肪相は、これらの精油を希釈するため、及び化粧用組成物中へのそれらの取込み
を容易にするために使用される脂肪賦形剤も含み得る。
【００４２】
　この脂肪賦形剤は、植物油、例えば、ホホバ、ココナツ、コムギ麦芽、スイートアーモ
ンド、オリーブ又はキョウニンから得られる油、或いはワックス、さもなければ、シリカ
、タルク、多孔性若しくは非多孔性のナイロン粉末、雲母などの固相支持体、又は任意の
板状の鉱物でもよい。
【００４３】
　本発明の前記組成物は、上述したものの他に、顔料、染料、界面活性剤、レオロジー剤
、香料、電解質、ｐＨ調節剤、抗酸化剤、及び保存剤から特に選択され得る、少なくとも
１種の化粧用として許容可能な賦形剤を含み得る。
【００４４】
　さらに、前記組成物は、他の１種又は複数の化粧用として許容可能な活性剤をさらに含
んでもよい。特に、前記組成物は、活性剤として、皮膚増白活性を有する物質；スリミン
グ活性を有する物質、保湿活性を有する物質；鎮静、緩和若しくは弛緩活性を有する物質
；肌色、特に顔色の明るさを強化する目的で皮膚の微小循環を刺激する活性を有する物質
；脂ぎった皮膚のケアのための脂肪調節活性を有する物質；皮膚を洗浄又は清浄すること
を目的とした物質；抗フリーラジカル活性を有する物質；皮膚構造の維持を促進する、及
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び／又は真皮と表皮の表層の細胞外基質の崩壊を制限する、及び／又は皮膚に対する保護
、補正又は再構築効果を得る活性によって、皮膚の老化、より具体的には、皺の形成の影
響を低減又は抑制することを目的とした物質；並びに抗炎症活性を有する物質から選択さ
れる、他の精油、分子又は抽出物を含んでもよい。
【００４５】
　上述したように、本発明、特に、精油の特定の組合せの選択は、本発明者らによる、ヒ
スタミンの放出量の抑制における、この組合せの予想外の効果の発見に起因する。
【００４６】
　したがって、本発明は、とりわけ、これらの組合せの顕著な特性に起因する使用に関す
る。
【００４７】
　しかし、本発明に従って選択された２種の精油の組合せが、まだ使用されたことのない
範囲において、本発明は、これらの組合せ及びそれらを含む組成物の用途の全ても提供す
る。
【００４８】
　したがって、本発明は、特に、上で規定した精油の組合せの、皮膚、唇若しくは体表成
長物への局所適用に適合した化粧用又は皮膚科用組成物における活性剤としての使用、並
びにそのような組成物の調製であって、前記組成物が、
－敏感肌若しくは反応肌、又はストレスの作用により感作された正常肌を、特に前記皮膚
を緩和するために、ケア及び／又はメークアップすること、並びに／或いは
－皮膚アレルギーの兆候を減少させること、並びに／或いは
－アレルギー性を低下させること、又は皮膚、唇若しくは体表成長物へ適用された時の前
記組成物の耐容性を改善すること
を目的としている調製を提供する。
【００４９】
　実施例から明らかになるように、本発明による組合せは、ＣＲＨの作用によるヒスタミ
ンの放出の有意な抑制を可能にする。
【００５０】
　結果的に、本発明は、ストレスの作用による、身体によるＣＲＨの分泌が原因のヒスタ
ミンの放出によって誘発される皮膚反応を減少させるための、前記組合せの使用を同様に
提供する。
【００５１】
　本発明の組合せ及びそれを含む組成物は、皮膚反応、特に敏感肌若しくは反応肌、又は
ストレスによって感作された正常肌のケア及び治療、或いは皮膚アレルギーの兆候の治療
において、特に有用であり、これらの反応及びアレルギーの兆候は、一般的に言えば、ず
きずき感、熱感、発赤、ひりひり感又は痒みとして表される。
【００５２】
　本発明の組合せ中の精油の揮発性の特徴と事実上特に関係している、本発明の組成物の
別の利点は、経鼻投与より浸透を可能にすること、及び満足のいく状態をもたらすことで
ある。
【００５３】
　実際、精神的ストレスと皮膚ストレスの間に密接な関係が存在することが知られている
（Ｓｔｒｅｓｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｋｉｎ、Ｊ．，Ｈｏｓｏｉ、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｃｏｓｍ
ｅｔ．Ｓｃｉ．、２００６、２８：２４３－２４６）。その２つの間の関連は、皮膚中に
存在し、視床下部レベルでの、視床下部・下垂体・副腎軸の刺激の後に生成されるＣＲＨ
である（Ｓｌｏｍｉｎｓｋｉら、Ａｎｎ．ＮＹ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．、１９９９、８８５
：２８７－３１１）。
【００５４】
　本発明の組成物を皮膚、唇又は体表成長物へ局所適用する時の、これらの油又はこれら
の精油の成分の揮発は、蒸発によってそれらが鼻粘膜へ到達すること、及びそれらの浸透
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によって中枢レベルでのＣＲＨの分泌を減少させること、及び満足のいく状態を与えるこ
とを可能にする。
【００５５】
　本発明の組合せの新規に発見された特性は、本発明の組成物が、皮膚の美容ケア法、こ
の上なく特に敏感肌又は反応肌の美容ケアにおいて事実上使用されることを可能にする。
【００５６】
　本発明の組成物は、特に、皮膚の患部への適用によって、鎮静及び緩和効果の提供を可
能にする。
【００５７】
　上述したように、本発明の組合せは、皮膚、唇及び体表成長物のメークアップ用の組成
物においても使用され得る。本発明の組合せは、水中油エマルジョンの形態の組成物の脂
肪相中で特に使用されてもよい。
【００５８】
　ケア及び／又はメークアップ用の化粧用組成物におけるそのような使用は、したがって
、上述した全ての利点と共に、前記組成物をもたらす。
【００５９】
　以下の実施例は、本発明を、その範囲を限定することなく例示するために示す。
【実施例】
【００６０】
［実施例１：ヒスタミンの放出抑制の実証］
［材料及び方法］
　アレルギー伝達物質であるヒスタミンの放出に関する本発明の組合せの活性を評価する
ために、ヒト皮膚外植片の生存培地中に、ＣＲＨの溶液を適用することによって、皮膚ス
トレスモデルを生体外で再現する。
【００６１】
［１）ヒト皮膚外植片を得る］
　直径８ｍｍの、３片の皮膚外植片を、外科切除に由来する健康なヒト皮膚から調製する
。
【００６２】
　それらを、２４ウェルプレート中に置き、適切な培地（ＭＣＤＢ１５３、インスリン、
ＣａＣｌ２、ゲンタマイシン）中で２４時間放置する。
【００６３】
［２）反応剤の調製］
　ＣＲＨ（Ｎｅｏｓｙｓｔｅｍ社製）を、２３１μＭの濃度で、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）
（ｐＨ７．２）中に溶解させる。
【００６４】
　カンナビノイドを実質的に含まない大麻（カンナビス・サティバ）精油、及びムギワラ
ギク（ヘリクリサム・マダガスカリエンシス）精油を、Ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅ　Ｒｏｓ
ｉｅｒ－Ｄａｖｅｎｎｅ、Ｆｒａｎｃｅから得る。
【００６５】
　純粋であると見なされているこれらの油を、４℃で保存する。
【００６６】
　最初に、各精油について５重量％（５０ｍｇ／ｍＬ）溶液を、ムギワラギク油について
はエタノール中で、大麻油についてはＤＭＳＯ中で調製する。
【００６７】
　続いて、異なる処置液を得るために、使用時に、該外植片の生存培地中で、５重量％溶
液を１／１０００まで希釈する。
【００６８】
［３）処置液の適用］
　大麻及びムギワラギク精油の組合せを、これらの２種の精油を、それぞれ０．００５重
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量％（５０：５０比）の濃度で含有する処置液の形態で試験する。各精油を、０．００５
重量％処置液の形態で、同様にそのまま試験する。
【００６９】
　各ウェル中で、該外植片は、該生存培地の表面にある。それらの外植片が安定化した後
、各ウェルについて、該処置液の１種の３５μＬを、該皮膚の表面へ適用する。その処置
は、２４時間続く。
【００７０】
　該２種の各精油又は該混合物の各濃度を、３回繰り返し試験する。
【００７１】
［４）ＣＲＨによる刺激］
　ムギワラギク若しくは大麻精油のそれぞれ、又は該混合物による前処置の２４時間後、
該外植片を、全容積が３００μＬの適切な培地（ＭＣＤＢ１５３、インスリン、ＣａＣｌ

２、ゲンタマイシン）中にＣＲＨ７．７μＭを含有する新しい２４ウェルプレートへ移す
。該プレートを、オーブン中に２時間入れる。
【００７２】
［５）ヒスタミン分析］
　刺激後、その上澄みを取り除き、市販キット（ＩＣＮ）を活用して、ＥＬＩＳＡ法によ
りヒスタミンを分析する。
【００７３】
［結果］
　該分析を２回繰り返し実施する。
【００７４】
　その結果を、以下の表に示す。
【表１】

【００７５】
［結論］
　ＣＲＨは、生存モードに維持した皮膚外植片の細胞によるヒスタミンの放出の有意な刺
激を誘発する。ムギワラギク又は大麻の該精油の一方又は他方による前処置は、陽性対照
と比較して、ＣＲＨに誘発されたヒスタミンの放出を有意に減少させなかった。他方で、
単一の混合物中の該２種の精油の組合せ（比５０／５０）は、陽性対照と比較して、統計
的に有意（ｐ＜０．０５）であるように、ヒト皮膚外植片におけるヒスタミンの放出量を
減少させる。
【００７６】
［実施例２－敏感肌用の皮膚軟化剤エマルジョン］
カンナビス・サティバ精油　　　　　　　　　　０．０５％
ヘリクリサム・マダガスカリエンシス精油　　　０．０５％
水中油として乳化した賦形剤（脂肪アルコール、ポリエトキシル化脂肪アルコール、植物
油、パルミチン酸イソプロピル、グリセロール、ゲル化剤、保存剤、香料、エタノール、
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水）　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％まで適量
【００７７】
［実施例３－低刺激性ファンデーション］
カンナビス・サティバ精油　　　　　　　　　　０．０５％
ヘリクリサム・マダガスカリエンシス精油　　　０．０５％
ファンデーション基剤（脂肪酸エステル、スクアラン、大豆レシチン、揮発性シリコーン
、プロピレングリコール、キサンタンガム、日焼け止め、顔料、保存剤、香料、水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％まで適量
【００７８】
［実施例４－敏感肌用の無刺激性トリートメントマスカラ］
カンナビス・サティバ精油　　　　　　　　　　０．０５％
ヘリクリサム・マダガスカリエンシス精油　　　０．０５％
ウルトラマリンブルー　　　　　　　　　　　　　９．０％
ヘキサデシルアルコール　　　　　　　　　　　　７．４％
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　９．０％
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　１１．３％
モノステアリン酸グリセリル　　　　　　　　　　４．４％
トリエチルアミン　　　　　　　　　　　　　　　３．６％
保存剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％まで適量
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